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地
方
議
員
の
社
会
的
性
格
の
実
証
研
究

近
畿
圏
を
中
心
と
し
て

一
、
地
方
議
員
研
究
の
枠
組
み

日
本
の
地
方
政
治
は
い
わ
ゆ
る

「二
元
代
表
制
」
、
す
な
わ
ち
首
長
と
議
会

の
双
方
が
共
に
住
民
に
選
挙
さ
れ
て
住
民
の
代
表
と
し
て
、
最
高
意
志
決
定
機

関
を
構
成
す
る
地
方
自
治
体
制
で
あ
る

(伊
藤
、

一
九
九
〇
)ゆ
世
界
の
各
国

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
行
政
権
力
の
拡
大
及
び
中
央
か
ら
す
べ
て
の
領
域
で
の
地

方
政
府

へ
の
分
権
が
進
み
、
住
民
を
代
表
し
て
地
方
行
政
を
監
督
、
指
導
す
る

.

議
会
の
役
割
は
以
前
よ
り
大
き
く
期
待
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
典
型

的
な
地
方
自
治
の
構
図
は
、
地
方
議
会

の
機
能
が
極
小
化
さ
れ
、
し
か
も
中
央

統
制

に
よ
り
形
骸
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
地
方
斷
治

の
研
究
も
お
も

に
政
治
学
か
ら
選
挙
、
行
政

の
プ

ロ
セ

ス
及
び
行
政
首
長
を
中
心
に
し
て
分
析

を
展
開
し
て
き
た
が
、
議
員
に
対
す
る
科
学
的
研
究
は
そ
の
複
雑
さ
に
よ

っ
て

あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
意
識
調
査
は
、
国
民
の
不
満
と
無
関
心
な

ど
の
現
象
に
よ

つ
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
あ
る
い
は
私
益
の
た
め
、
と
い
う
政
治

家
の
イ
メ
ー
ジ
を
国
民
に
与
え
て
い
た
。

一
方
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
構
図
に
反
し

て
、
政
治
社
会
学
の
実
証
調
査
か
ら
、

「従
来
の
日
本
の
書
物
に
多
く
み
ら
れ

ーる
地
方
議
員
像
が
あ
ま
り
に
偏
り
す
ぎ

て
い
る
と
考
え
た
。
…
…
実
際
の
議
員

集
団
の
中

に
は
、
も

っ
と
真
剣
で

一
筋

に
地
域
の
発
展
を
願
う
グ
ル
ー
プ
も
た

く
さ
ん
あ
る
の
だ
。.・」

(松
村

・
伊
藤
、

一
九
八
六
、

一
六
四
頁
)
と
い
う
指

摘
も
あ
る
。

地
方
政
治
の
研
究
は
八
○
年
代
に
入

っ
て
か
ら
よ
う
や
く

「政
治
的
風
土
を

な
し
て
い
る
」
地
方
議
員
に
対
す
る
実
証
分
析
が
始
ま

っ
た
が
、
依
然
と
し
て
、

「彼
ら

「

そ
の
数
は
、
合
計
で
約
七
万
五
千
人

(注

一
)

で
あ
る
ー

に

つ
、
て
の
知
識
や
情
報
は
余
り
に
少
な
い
」

(同
上
、

一
二
頁
)
。
主
に
政
治

学
者
が
申
心
に
し
て
そ
れ
ら
の
研
究
は
調
査
の
困
難
度
に
よ
り
、

(
一
)
特
定

の
自
治
体
あ
る
い
は
特
定
の
個
人
に
限
定
さ
れ
、
、少
な
い
偏

っ
た
標
本
し
か
得

ら
れ
な
か

っ
た
、
.
(
二
)
政
治
学
の
視
角
か
ら
議
会
活
動
を
中
心
に
説
明
す
る

た
め
、
議
員
の
社
会
的
性
格
め
全
体
像
に
関
す
る
分
析
は
ま
だ
初
歩
的
な
段
階

に
あ
り
、
社
会
学
で
発
展
し
て
き
た
成
果

(例
え
ば
社
会
階
層
及
び
そ
の
移
動

に
対
す
る
分
析
手
法
)
は
ま
だ
十
分
活
用
さ
れ
て
い
な
い
。
.

地
方
政
治
及
び
地
方
議
員

に
対
す
る
政
治
社
会
学
の
分
析

に
は
、
ま
ず
実
証

的
調
査

に
基
づ
く
よ
り
全
面
的
な
デ
ー
タ
が
必
要

で
あ
る
。

一
九
八
八
年
末
か

ら
、
近
畿
地
方
の

「地
方
自
治
研
究
会
」
は

「地
域
社
会
の
政
治
構
造
と
政
治

意
識
の
総
合
研
究

ー

近
畿
圏
を
中
心
と
し
て
」
と
い
う
題
目
の
調
査
を
実

施
し
た
。
そ
れ
は
近
畿
圏
全
体
を
対
象
に
し
、
か

つ
大
都
市
と
農
村
部

の
標
本

を
補
足
す
る
た
め
全
国

の
政
令
指
定
都
市
及
び
新
潟
県
を
加
え
た
、
前
例
の
な

い
調
査
で
あ
る
。
対
象
地
域
の
議
員
八
六
二
八
名
の
全
員
を
母
集
団
と
し
で
、

議
員
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
郵
送
し
て

(
一
九
八
八
年
十

一
月
)
最
終
的
に
三
〇
〇
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六
名
か
ち
の
回
答
を
得
た
ゆ
ま
た
そ
れ

ど
対
応
す
る
内
容
の
調
査
表
を
作
成
し
、

近
畿
二
府
三
県
と
鳥
取
、
新
潟
二
県
を
対
象

に
五
三
九
〇
名

の
有
権
者
を
抽
出

し
て
ア
ン
ケ
4
ト
を
郵
送
し
・(二
九

八
九
年
九
月
)、

一
八
四
九
票
を
回
収
し

・

た
。
さ
ら
に
議
員

の
社
会
的
性
格
を
理
解
す
る
た
め
、
」議
員
を
有
権
者
と
比
較

す
る
こ
と
は
非
常
に
意
味
深
く
、
今
回

の
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
実
施
さ
れ
た
調
査

は
比
較
要
求

に
あ
る
程
度
満
た
さ
れ
る
。
本
論
は
、
調
査
の
二

つ
の
デ
i
夕
を

使

っ
て
社
会
的
地
位

の
背
景
と
社
会
的
参
加

の
様
態
か
ら
地
方
議
員
の
社
会
的

性
格
を
究
明
し
た
い
。
・

二
、..議

員

の
社
会

的
背

景

'議
員
の
社
会
的
性
格
を
説
明
す
る
た
め
に
有
権
者
と
比
較
し
て
分
析
し
た
い

が
、
比
較
を
す
る
前
に
ま
ず
議
員
に
と

っ
て
大
き
な
特
徴
で
あ
る
性
別
と
年
齢

構
成
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
性
別
と
年
齢
構
成
は
多
く
の
分
析
で
示
さ
れ
る
よ

う
に
、
.多
く
の
社
会
的
属
性
と
関
連
し

て
い
る
。

、
普
通
、
有
権
者
の
人
口
構
成
は
女
性

の
占
め
る
割
合
が
男
性
よ
り
や
や
多

い
。

今
回
、
調
査
対
象
と
な

っ
た
有
権
者
は

二
十
歳
以
上
で
あ
り
、
女
性
が
五
十
二

・
四
嵩
で
あ
る
が
、
議
員
は
女
性
が
僅
か
二
.・
五
%
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
性

別
に
よ
り
異
な
る
議
員
の
属
性
に
つ
い
て
は
、
有
権
者
の
男
性
と
比
較
す
れ
ば

適
当
で
あ
ろ
う
。
議
員
の
年
齢
構
成
は

二
五
歳
以
上
と
制
限
さ
れ
て
い
る
が
、
.

表

一
を
み
れ
ば
、
二
六
-
二
九
歳
の
人
が
○

・
二
%
、
・三
〇
⊥

二
九
歳

の
人
が

ξ

.
六
%
で
あ
る
こ
乏
に
対
髪

、
」五

〇
、
六
〇
玳
の
人
が
四
分
の
三
を
占
め
、

有
権
者
よ
り
遥
か
に
年
上
の
人
か
ち
構
成
さ
れ
て
い
る
。

年齢
議 員.

人 数 ..%現 地 生 まれ

有権者.
人数%.現 地生まれ・

20代

30代

40代
50代 .
60代

70代

80以 上

5.0.280.1073

.668

50516.一9・ ・59

110236.'8二 ・70

115738.68σ

118・3.967

2 ..0.・1一

塁

9

畫

239・'ユ3

293..15

431馳23

40121

286' ,15

1457

462

0・49

941

331

7・37

5.・38

8・33

540

1'

蹇

6『

占

総計 2996ユ00.072.1 1841、100.037.9鹽

戦
後
以
来
激
し
い
変
動
が
続
い
て
き
た
日

.本
社
会
に
お
い
て
は
、
年
齢

・
コ
ー
ホ
r
ト

の
要
因
は
社
会
学
の
分
析
に
欠
か
す
こ
と
が

・
で
き
な
く
な

っ
て
い
る
(中
村
、
一
九
八
九
)
。

性
別
構
成
と
共
に
年
齢
構
成
の
よ
う
な

「構

、
成
的
特
性
」
は
、
議
員
の
職
業
、、
学
歴
、
所

得
な
ど
の
社
会
的
属
性
に
異
な
る
影
響
を
も

率

た
ら
す
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
の

一
つ
の
例
が
、

勲
・
在
来
住
民
と
新
規
来
住
者
が
地
方
政
治
に
対

生地

し
て
の
異
な
る
関
心
と
影
響
で
あ
る
。

「在

現

、、

と

来
住
民
や
旧
中
間
層
の
過
大
代
表
と
い
う
条

成構

件
の
も
と
で
、
伝
統
的
地
域
組
織
が
存
続
し

齢年

て
い
る
場
合
は
議
会
の
代
表
制
は
確
保
さ
れ
、

測
、
し
た
が

っ
て
そ
の
影
響
力
も
大
き
い
。
他
方
、

伝
統
的
地
域
組
織
が
実
質
を
失
い
、
新
規
来

住
者
が
増
大
す
る
と
(議
会
は
代
表
制
と
影
響
力
を
低
下
さ
せ
る
傾
向
が
あ
る
」

(伊
藤
、
.・一
九
九
〇
、

一.三
八
頁
)
σ
表
二
で
は
有
権
者
は
現
住
地
で
生
ま
れ

率
が
三
七

・
九
%
で
あ
り
、
議
員
の
場
合
が
七
二

・
一
%
で
あ
る
。
,議
員
の
現

住
地
の
居
住
年
数
も
有
権
者
よ
り
は
る
か
に
長
く
、
特
に
五
六
-
六
〇
年
間
の

人
が
二
〇

・
三
%
で
最
も
多
い
。
そ
の
違
い
は
年
齢
構
成
の
差
異
に
ょ

っ
て
影

響
さ
れ
た
部
分
と
そ
れ
以
外
の
部
分
が
あ
る
。
表

一
か
ら
見
れ
ば
、
議
員
と
有

権
者
の
現
地
生
ま
れ
率
は
、
年
齢
層
に
よ

っ
て
あ
ま
り
差
が
な
い
。
い
わ
ゆ
る

「地
盤
」
は
議
員
に
な
る
た
め
有
利
な
条
件
の

一
つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
.の

一106一



年
齢
層
に
と

っ
て
も
重
要
で
あ
る
り

地
方
議
員
を
分
析
す
る
た
め
に
は
性
別
と
年
齢

の
特
徴
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る

・
構
成
上
の
影
響
を
念
頭
に
お
く
の
み
な
ら
ず
、
議
会

の
自
治
体
レ
ベ
ル
ご
と
に

生
じ
る
異
な
る
特
徴

に
も
注
意
す
る
べ
き

で
あ
る
(松
村

・
伊
藤
、
一
九
八
六
)
。」・

地
方
議
員

の
社
会
的
性
格
は
自
治
体

の
人

口
規
模
、
地
域
の
都
会
化
な
ど
と
の

関
係
が
深

い
が
、
そ
れ
は
あ
る
程
度
自
治
体
レ
ベ
ル
に
よ
つ
て
説
明
さ
れ
る
。
.

今
回
の
デ
ー
タ
は
レ
ベ
ル
ご
と
に
分
け
て
み
る
と
、
都
府
県
議
会
が

一
九
三
人

■八
六

・
四
%
)、
全
国
の
政
令
指
定
都
市
議
会
が
二
〇
九
人

(七
・・
○
%
)、
市

議
会
が
八
七
六
人

(
二
九

・
一
%
)、
」最
も
多
い
町
議
会
が

一
五
六
九
人

二

・
二
%
)、
そ
し
て
村
議
会
が

一
五
五
人

(五

・
.二
%
)
で
あ
る
。

(五

二

・
一

職
業
経
歴

,
交

職
か
ら
、
初
職
を
経
て
現
職
に
な
る
職
業
経
歴
は
社
会
的
地
位
の
も

っ
と

も
重
要
な
指
標
で
あ
る
が
、
議
員
の
職
種
分
類
は

一
般
の
分
類

(例
え
ば
国
勢

調
査
及
び
各
種
官
庁
統
計
等
)
と
か
な
り
異
な
り
、
そ
の
結
果
を
比
較
す
る
場

合
に
そ
れ
ら
の
差
異
に
注
意
す
る
べ
き
で
あ
る
つ
.有
権
者
調
査
で
は
サ
ン
プ
ル

職 ・種 議員父 議員初 議員前 議員兼 有権者 男性

震林漁業主 1250
41.6

699

2罅
592

.19.7

696
20.2

80

4.3

45

5.2

農林魚賃労 70 35 22 24 6 4

2.3 1.2 0.7
'0

.・8 0.3 0.5

自営業主 599 339 5含3 500 192 101

19.9 11.3 17.4 16.6 10.4 11.6

会雌 営 182'

6.0
109

3.6

396

13.2

413

ユa昌
13d
7.0

117

13.4

事務販売 61 390 174 81' 152 74
2.0 13.0 、5.8 2.7 8.2 8.5

運輸生産' 143 424 249 99 133 1i4
4.8 14.1 .8.3 3.3 7.2 ユ3.1

専門自由 202 311 210 143 223 143

6.7 10.4 7.0 4.8 12.1 16.4

団体職 55 120 293
1129

28' 20'
1.9 4.0 9.8 4.3 1.5 2.3

公務員 127

4♀

342
1114
240

8.0
.3
0.1

66

自・6

50

5二8

議 員 ・・首 長 106 69 55
'9

2 1

3.5 2.3 1。8 0,3 0.1
軌1

内職パー ト 1 5 3 ・10 120 6
0.0 0.2 0.1 0.3 6.5 0.7

主婦 ・無職 40 7 76 3 565 132
1.3 0。2 2.5 0.1 30.6 15.1

非硝 ・ 19

0.6

5

0.2

9

・0.3

850.*

28.3
4
0.2

2

0.2

その他 4皇5 67
2.2

31

1▽9

40.
'1
.吾

53

2.9
3514
.0

N.A. 105』 84 133 96
'
95 を9

3.5 2.8 4.4 3.2 5.1 3.3

緯計 3006 3006 3006 3006 1849 873

表2.・1'地 方議員の職歴 、(父職、初職、前職と兼職、*が 兼業な

し)と 有権者の現職(団 体職に役員と職員、公務員に役職 と一般、

議員 ・首長に秘書が含まれる)

が
余
り
多
く
な
く
、
項
目
内
容
も

議
員
調
査
よ
り
少
な
い
た
め
、
必

要
に
応
じ
て

一
九
八
五
年
社
会
階

層
と
社
会
移
動
全
国
調
査

(以
下

で
は
S
S
M
調
査
と
称
す
)
の
男

性
A
の
デ
ー
タ
と
対
照
し
た
い
。

黒
田
ら

(
一
九
八
四
、
表
1
「

1
、
1
-
5
)
は
市
区
町
の
議
員

を
対
象
に
す
る
部
分
調
査

(郵
送

プ
ラ
ス
少
数
の
面
接
)
を
行

っ
た
。

そ
の
職
業
的
背
景
を
表
二

・
一
の

議
員
の
職
業
分
布
と
比
べ
る
と
、

分
類
の
違
い
が
あ

っ
て
比
較
し

に

く
い
が
》
同
じ
農
林
漁
業

で
は
父

職
が
四
〇
%
、
現
職
が

一
八
%
で

一107一



あ
ま
り
差
が
な
い
。

議
員
本
人
の
職
種
は
変
動
が
多
く
な

い
が
、
有
権
者
の
現
職
と
比
較
す
れ
ば
、

初
職
と
前
職

(議
員
に
な
る
前
の
職
業
)
、
議
員
に
な

っ
て
か
ら
の
兼
職
も
同

じ
く
農
林
漁
業
主
、
自
営
業
主
の
率
は
有
権
者
よ
り
遥
か
に
高
い
。
初
職
で
は

農
林
漁
業
主
が
二
三

・
三
%
、
運
輸
生
産
が

一
四

・
一
%
、
事
務
販
売
が

=
二

・
○
%
、
自
営
業
主
が

一
一
・
三
%
、
専
門
自
由
が

一
〇

・
四
%
と
多
い
。
前

職
で
は
農
林
漁
業
主
が

一
九

・
七
%
と

一
番
多
い
が
、
次
に
自
営
業
主
が

一
七

、
・
四
%
、
会
社
経
営
が

=
二
・
二
%
で
初
職
の
場
合
よ
り
多
い
。
兼
職
も
ほ
ぼ

同
じ
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
が
、
政
党
別
に
み
れ
ば
、
社
会
党
と
共
産
党
の
議
員
は

自
営
業
主
と
会
社
経
営
の
占
め
る
率
が

や
や
増
え
、
公
明
党
議
員
は
す
べ
て
団

体

(創
価
学
会
関
係
)
で
の
仕
事
を
や
め
た
こ
と
が
分
か

っ
た
』
有
権
者
男
子

だ
け
と
比
較
し
て
も
結
論
は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い

が
、
議
員
の
職
業
構
造

く
前
職
、
兼
職

)
は
非
常
に

偏

っ
て
お
り
、そ
の
職
業
上
の
地
位
も
高
く
、地
主
、
.

自
営
業
主
、
役
員
、
役
職
が
多
い
。
職
業
の
構
造
は

性
別
と
年
齢
層
に
よ

っ
て
異
な
り
、内
職

・
パ
ー
ト
、

主
婦
.・
無
職
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
女
性
あ
る
い
は
若
者

で
あ
る
の
で
議
員
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

さ
ら
に
、
父
職
か
ら
議
員
に
な
る
ま

で
議
員
の
経

験
し
た
職
業
の
流
動
歴
を
説
明
す
る
た
め
に
各
職
業

階
層
の
入

・
出
流
動
パ
タ
ー
ン
の
変
化

(注
二
)
を

.

分
析
す
る
。
表
二

・
二
は
議
員
の
職
歴
ク

ロ
ス
表
か

ら
得
た
流
動
率
で
あ
る
。
.無
職
、
内
職

・
パ
ー
ト
、

流動率% 父職×初職 初職×前職 前職×兼職
職種 出 入 出 入 出 入

管理職 79.670.739.576.5 33.238.1

専門職 65.579.546.0.34.0 39.・630.6

自営業 62.733.525.552.3 20.224.5

勤労者 29.482.753,421.7 60.029.2

農業 53.516.835.924.3 18.333.3

表2.2職 歴の流動率

.家
事
、
、非
該
当
と

「そ
の
他
」
な
ど
の
項
目
を
除
き
、
職
業
を
五

つ
の
名
義
尺

度
に
再
分
類
し
た
。
職
業
分
類
は
移
動
分
析
の
大
き
な
問
題
点
で
あ
り
、
未
だ

に
万
全
な
方
法
を
見
い
だ
す

こ
と
は
で
き
て
い
な
い
が

(
H肖
O
仁
け
フ肖
二
一⑩oo
①)
、

こ
こ
で
は
主
に
職
種
に
よ

っ
で
分
類
し

へ例
え
ば
農
業
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
農
林

魚
業
主
と
農
林
魚
賃
労

の
両
者
を
含
む
)、
職
業
上

の
地
位
は
示
さ
な
い

(注

・
三
)。

.全

体

と

し

て
、

(
一
)
低
い
流
動
の

農
業
を
除
き
、
父
職

か
ら
初
職

へ
の
第

一

流
動
歴

(0
の
位
置

で
示
す
)
の
パ
タ
ー

ン
は
第

二
流
動
歴

(□
の
位
置
で
示
す
)

の
パ
タ
ー
ン

(初
職

か
ら
前
職
に
)
と
、

大
き
く
異
な
り
、
前

者
の
流
動
は
最
も
大

き
い
。
(
二
)
第
二
流
動
歴
の
パ
タ
ー
ン
と
第
三
流
動
歴

(△
の
位
置

で
示
す
)

の
パ
タ
ー
ン

(前
職
か
ら
兼
職
に
)
と
の
差
は
管
理
職
、
自
営
業
、
農
業
の
順

に
大
き
く
、
専
門
と
勤
労
者
層
に
差
が
小
さ
い
。
ま
た
、
各
々
の
職
業
の
流
動

パ
タ
ー
ン
を
見
れ
ば
、

(
一
)
農
業
層
は
流
動
が
最
も
小
さ
く
、
議
員
に
な
る

ま
で
に
流
出
が
流
入
よ
り
多
く
、
議
員
に
な

っ
て
か
ら
は
流
入
が
流
出
よ
り
多
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く
な
り
、
農
業

へ
の
復
帰
が
み
ら
れ
る
。

(二
)
自
営
業
層
も
流
動
が
少
な
く
、

第

一
の
流
動
パ
タ
ー
ン
で
は
流
出
が
流
入
よ
り
多
い
が
、
第
二
の
流
動
パ
タ
ー

ン
で
は
流
入
が
流
出
よ
り
多
く
、
第
三
の
流
動
パ
タ
ー
ン
で
は
入

・
出
が
ほ
ぼ

同
じ
に
な
る
。
特
に
議
員
に
専
業
す
る
第
三
の
流
動
は
最
も
少
な
い
。

(
三
)

経
営
管
理
層
の
流
動
は
自
営
業
層
よ
り
遥
か
に
多
い
が
、
そ
の
流
動
パ
タ
ー
ン

の
変
北
歴
は
自
営
業
層
と
似
て
い
る
。

(四
)
勤
労
者
層
は
以
上
の
三
つ
の
階

層
の
流
動
と
ま

っ
た
く
異
な
り
、
第

一
の
流
動
パ
タ
ー
ン
で
は
流
入
が
多
く
、

第
二
の
流
動
パ
タ
ー
ン
で
は
流
出
が
多
く
な
り
、
最
も
大
き
な
変
化
を
示
す
。

第
三
の
流
動
パ
タ
ー
ン
で
は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
が
、
流
動
が
や
や
増
え
て
い

る
。

(五
)
専
門
自
由
業
層
は
第

一
め
流
動
パ
タ
ー
ン
が
管
理
層
乏
近
く
、
第

二
の
流
動
が
勤
労
者
層
と
大
体
似
た
傾
向
で
あ
る
が
、
第
三
歴
の
流
動
が
や
や

減
少
す
る
。

議
員
の
職
業
構
成
ば
社
会
全
体
の
産
業
構
造
と
非
常
に
異
な
る
。
S
S
M
な

ど
の
調
査
で
は
産
業
化
に
よ
り
農
業
の
減
少
、

マ
ニ
ュ
ア
ル
と
事
務

・
販
売
業

の
増
大
が
急
速
に
進
ん
で
き
た
が
、
議
員
の
職
業
背
景
か
ら
見
れ
ば
、
農
業
の

人
口
が
少
な
く
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
構
成
は
依
然
農
業
に
強
く
依
存
し

て
い
る
。
.し
か
し
社
会
全
体
の
産
業
構
造
は
政
治
構
成
に
も
影
響
し
、
都
市
的

性
質
が
強
い
民
社
党
の
誕
生
、
組
合

・
労
組
に
強
い
社
会
党
勢
力
の
延
び
な
ど

た
め
、
以
前
の
産
業
構
造
に
強
く
依
存
す
る
自
民
党
は
、
あ
る
程
度
選
挙
に
不

利
な
影
響
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ざ
ら

に
調
査
か
ら
各
政
党
議
員
の
職
業
出
身

に
以
下
の
特
徴
を
指
摘
で
き
る
。

(
一
)
農
業
に
つ
い
て
自
民
党
と
保
守
系
無

所
属
で
の
占
め
る
割
合
が
平
均
よ
り
高
く
、
野
党
と
革
新
系
無
所
属
は
平
均
よ

り
低
い
、
専
門
自
由
業
は
野
党

(特
に
社
会
党
と
民
社
党
)
と
革
新
系
無
所
属

で
の
占
め
る
割
合
が
ほ
ぼ
同
じ
く
平
均
よ
り
高
い
が
、
事
務
販
売

・
運
輸
生
産

業
は
自
民
党
と
保
守
系
無
所
属
で
の
占
め
る
率
が
平
均
よ
り
低
い
。

(
二
)
社

会
党
と
共
産
党
は
自
営
業
主
と
会
社
経
営
職
の
占
め
る
割
合
が
非
常
に
低
く
、

.「労
働
者
階
級
」
政
党
の
性
質
が
強
く
、
組
織
内
の

「団
体
業
」
で
務
め
た
経

歴
を
持

つ
人
も
多
い
。

以
上

で
論
じ
た
職
業
構
成
の
差
異
は
議
会
の

レ
ベ
ル
ご
と
に
異
な
る
。
議
員
の
前
職
を
表
二

・・一二
の
よ
う
に
六

つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
再
分
類

し
て
み
る
と
、
都
府
県
、
市

の
議
員
は
管
理
職
、

専
門
職
が
多

い
が
、
町
村
議
員
は
農
業
が
圧
倒

的
多
い
。
地
方
議
員
の
主
体

に
な
る
市
町
議
の

区
別
と
し
て
は
、
市
議
は
管
理
、
専
門
、
賃
労

者

(ホ
ワ
イ
ト
と
ブ
ル
i
H
カ
ラ
ー
)
職
が
多

く
、
町
議
は
自
営
、
農
業
が
多
い
。
特

に
総
数

の

一
六
%
を
占
め
る
四
三
八
名
の
農
業
出
身
の

町
議
員
は
日
本
の
地
方
政
治

に
多
大
な
影
響
を

与
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

二

・
二

学
歴
背
景

S
S
M
調
査
な
ど
の
社
会
学
砺
究
で
は
教
育

の
役
割
に
関
す
る
分
析
が
数
多
く
展
開
さ
れ
、

「男
性
を
対
象
と
す
る
従
来

の

社
会
移
動
か
ら
、
人
々
の
地
位
達
成
に
対
し
て
本
人
の
達
成
し
た
学
歴
が
大
き

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
」

(直
井
、

一
九
八
八
)
と
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の
結
論
が
述
.べ
ら
れ
て
.い
る
。
教
育
は
初
職
だ
け
で
は
な
く
、
卒
業
以
後

の
生

涯
に
対
し
て
も
影
響
し

っ
つ
あ
る
。
有
権
者
男
性
の
サ
ン
プ
ル
、
(ぽ
と
ん
ど
都

会
の
住
民
)
は
二
〇
歳
以
上

で
あ
り
、
S
S
M
調
査
の
サ
ン
プ
ル
は
八
九
年

で

は
二
四
歳
か
ち
七
三
歳

で
あ

っ
て
、

や
や
ず
れ
が
あ
る
が
㍉
表
二

・
四
で

示
さ
れ
る
両
者
の
学
歴

の
問
に
は
差

が
み
ら
れ
る
。
有
権
者

の
方
が
旧
制

高
小
、
新
制
中
学
校
が
少
な
く
、
旧

制
中
学
校
、
新
制
大
学
が
多
い
。
も

し
サ
ン
プ
ル
の
誤
差
を
無
視
す
る
こ

・
と
が
で
き
れ
ば
、

(
一
)
若
者
の
高

学
歴
化
、

(二
)
近
畿
地
域
の
都
会

住
民
の
学
歴
が
全
国
の
平
均
よ
り
高

・
い
こ
と
が
い
え
る
で
だ
う
。

地
方
議
員

の
学
歴
が
低
い
と
い
う

.

.こ
と
は
よ
く
耳
に
す
る
が
、
そ
れ
は

お
そ
ら
く
議
員
の
高
齢
の
た
め
で
あ

ろ
う
。
実
際
、
性
別
に
み
れ
ば
新
制

高
専
、
短
大
に
女
性
が
多
く
、
新
制

大
学
に
男
性
が
多
く
、
学
歴
別
に
差

が
み
ら
れ
な
い
し
、
年
齢
別
に
み
て

も
議
員
全
体
の
学
歴
は
高
齢
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
有
権
者
よ
り
低
く
な
い
。

学 歴 2 3 4 5

20代 38.2 28.6 100.0 33.2

30代 1.9 6.0 32.4 52.1 3.8 18.0 61.9 23.9

40代 12.0 16.3 44.1 55.7 4.5 7.1 39.4 20.9

50代 22.4 29.6 52.5 51.工 6.8・ 8.6 18.4 10.8

60代 36.4 39.5 41.4 44.4 17.7 11.1 4.5 5.0

70代 44.4 54.3 20.3 27.8 22.0 14.8 713 3.1

総計 736
25.8
384

22.5

286
45.1
809
47.4

313

11.0

228

13.4

514
18.0

284

16.7

表2.5「 年齢層別議員(左)と 有権者(右)の 学歴比較(Nと 行%):2尋 常小

学校 ・高等小学校、新制中学校、3旧 制中学校 ・女学校、新制高校、1、4旧制高校 ・

高師範 陸士 ・海兵、新制高専短大、5旧 、新制大学

年
齢
層
ご
と
の

学
歴
を
検
討
す

れ
ば
、
議
員
の

学
歴
上
の
優
位

」

は
、
年
齢
が
若

け
れ
ば
若
い
ほ

ど
明
瞭
で
あ
る
。

特
に
三
〇
代
で

は
議
員
の
六
]

・
九
%
が
高
学

歴
で
あ
る
が
、

有
権
者
の
五
八

・
一
%
が
低
学

歴
で
あ
る
。

表
二

・
六
は

父
親
と
本
人
の

学
歴
移
動
表
で

あ
る
。
対
角
線

の
右
上
の
数
値

が
高
い
こ
と
は
高
学
歴
化
を
示
し
て
い
る
が
、家
庭
の
教
育
背
景
に
は
両
親
(母

親
も
同
じ
で
あ
る
)
.
の
旧
制
中
学
校

・
女
学
校

の
学
歴
が
非
常

に
重
要
で
あ
り
、

両
親
が
こ
れ
以
下
で
あ
れ
ば
議
員
は
低
い
学
歴
に
な
り
、
両
親
が
こ
れ
以
上

で

あ
れ
ば
議
員
が
高

い
学
歴
に
つ
く
こ
と
が
多
い
。
五
〇
、
六
〇
代
を
中
心
に
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人数と列% 12345 総計

父
学
歴

1尋常小学校
2高等小学校
3旧制中学校
4それ以上

54.3

34.'9

1:1

44.3

40.O

l:1

36.5

36.3

15.6

.11.5

31.6
46.5
14.7
7.3

23.8

30.6

20.1

25。5

β5.6

36.9

13.9

13.5

総計 545

19.2
185・'

6.5

633

22.3

648

22.9

824

29.1

2835

100.

表2.6教 育移動 列が本人学歴:1尋 常小学校 ・高等小学

校、2新 制中学校、3新 制高校、4旧 制中学校 ・女子学校、5

旧制高校 ・高師範 ・陸士 ・海兵 ・旧大学、新制高専短大、新制

大学

し
て
議
員
の
両
親
が
持

っ
て
い
る

「旧
制
中
学
校
、
女
学
校
」
の
学

歴
は
、
特
に
六
〇
、
七
〇
年
前

の

農
村
地
域
に
お
い
て
憾
高
学
歴
で

あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

二

・
三

.政
治
的

ア
ス
ピ

レ
ー

シ
ョ
ン

優
位
の
職
業
と
高
い
学
歴
背
景

は
議
員
に
な
る
た
め
促
進
的
に
働

.い
た
が
、
そ
れ
以
外
に
、
家
族

の

公
職
経
験
歴
も
議
員
に
と

っ
て

一

つ
の
ア
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
思
わ

れ
る
。
特
に
農
業
と
低
学
歴
に
多

い
自
民
党
は

「親
族

に
政
治
家
が
い
る
」
率
が
他
の
政
党
よ
り
は
る
か
に
多
い

(村
松

.
伊
藤
、
=

九
八
六
、
五

一
頁
)
。
議
員
の

「政
治
家
を
志
し
て
み
た

.、
」と
い
う
気
持
ち
に
友
人
か
ら
の
影
響
は
あ
ま
り
多
く
な
い
よ
う
で
あ
る
(
二

〇

.
七
%
)
が
、
家
族
背
景
は
本
人
の
主
観
的
な
政
治
志
向
に
影
響
が
強
い
。

そ
れ
に
対
し
て
有
権
者
の
政
治
関
心
は
、
友
人

(
一
四

・
七
%
)
以
外
に
、
家

族
と

「よ
く
話
し
た
」
こ
と
が
非
常
に
少
な
い
。
議
員
は
二
σ
歳
前
後
の
政
治

.関
心
や
興
味
に
つ
い
て
、
同
年
輩
の
友
人
よ
り
高
か

っ
た
り

(三
〇

・
四
%
)、

あ

る
い
は
比
較
的
高
か

っ
た
り

(三
七

・
三
%
)
す
る
人
が
多
く
、
六
二

二

%
の
人
が
政
治
や
政
治
家

に
つ
い
て
の
話
を
し
た
こ
と
が
あ
る
と
答
え
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
有
権
者
は
公
職
を
経
験
し
た
家
族
が

「い
な

い
」
と
答
え
た

率
が
高
く
、
九
割
の
人
が

「政
治
家
を
志
し
て
み
た
い
と
思

っ
た
こ
と
は

一
度

も
な
い
」
と
答
え
、
政
治
関
心
度
が
低
い
。

.
三
、
社
会
的
生
活

」
三

.
一

レ
ベ
ル
ご
と
に
地
域

へ
の
社
会
参
加

地
方
議
員
の
社
会
的
活
動
は
政
治
領
域
を
越
え
、
・広
範
な
社
会
参
加
に
よ

っ

て
達
成
さ
れ
、
加
入
及
び
支
援
を
受
け
た
団
体

の
性
質
か
ら
そ
の
様
態
を
説
明

-
で
き
る
。
.表
三

・
一
は
レ
ベ
ル
別
に
初
め
て
公
職
に

つ
く
ま
で
の
議
員
と
有
権

者
の
加
入
団
体
を
示
し
た
表
で
あ
る
.(
ク
ロ
ス
表
で
示
す
有
効
値
二
九
〇
六
が

頻
度
統
計
の
加
入
率
よ
り
少
し
少
な
い
)
。
」下
の
二
行
を
見
る
と
有
権
者
は
七

.
九
%
が

「そ
の
他
」
に
加
入
し
て
、
二

一
・
六
%
の

「無
回
答
」
が
無
加
入

で
あ
ろ
う
。
議
員
は
三

・
二
%
が

「そ
の
他
」
に
加
入
し
て
、

「無
回
答
」
が

三

.
二
%
で
あ
る
。
ス
ポ
ー
ツ

・
趣
味
の
グ
ル
ー
プ
に
政
治
と
無
関
係
で
あ
り
、

冖
ほ
と
ん
ど
差
が
な
い
が
、宗
教
関
係
の
団
体
に
畿
員
の
方
が
(公
明
党
関
係
で
)

多
い
。
官
治
会

・
町
内
会
等
の
地
域
組
織
と
婦
人
会

・
青
年
団

・
老
人
会
の
加

入
率
は
議
員
が
有
権
者
よ
り
高
い
。
ほ
か
の
団
体
は
地
方
政
治
の
色
彩
が
強
く
う

特
に
消
防
団

・
防
犯
協
会
に
地
方
議
員
の
加
入
率

(=
二

・
六
%
)
は
有
権
者

(三

.
二
%
)
よ
り

一
〇
倍
高
い
。
有
権
者
の

「無
回
答
」
を
無
加
入
と
考
え

れ
ば
、
そ
の
差
は
よ
り
明
ら
か
に
な
る
。

「議
会
の
セ
ベ
ル
別
に
議
員
の
団
体
加
入
も
異
な
り
、
自
治
体
レ
ベ
ル
が
高
い

都
府
県
、
政
令
都
市
の
議
員
は
住
民
運
動

・
消
費
者
運
動
な
ど
の
団
体
、
労
働

組
合
、

ス
ポ
ー
ツ

・.趣
味

の
グ
ル
」
プ
、」
政
党
な
ど
の
政
治
志
向
強
い
か

つ
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て 議 模'い 議
い 員 で る 会
く か 議 。 の.Lら 論 後 議

と い し 援 員
結 え た 会 は論 ば が

に 政
し"つ 治
た 都 村 』い 意。 市 松 て 識

;選 地 ・・依 の
挙 域 伊 田 薄
に に 藤 博 い

轤 龕糶
毒 ぐ尖 驩契
を 交'士 ・可

譌 ・杢驥
た 体 頁 都 団
団 が')市 体 会 た あ ぼ を 高 能 な 協 会 会 の 自 の の レ 体 消
体 多 は 化 に を%る 同 経.い 団 ど 会'・ 地 治 他 議 べ の 費

1雛 繍1讌1鱶 驫1轟難
る し 方 規 て 村 援 し で ほ 職 が 機A犯 人 人 等 体 そ 村 聴 団

る

Q
年
団

・
老
人
会
、
な
ど
か
ら
政
令
都
市
の
議
員
よ
り
広
範
な
支
援
を
受
け
て
い

団体 1 2 3 、4 5 6 7 8 9 10 11

0

1
9臼

3

51.3

52.5
24.4

11.9

27.5

13.2

12.7

13二4

22.8

16.7

10.1

8.6

38.6

38.7
28.2

10.9

43.9

43.1

25.1

12.3

82.5

75.5

47。9

22.1

57.7

48.5

64.4

76.6

34.9

42.6

17.9

7.7

40.2

30.9

24.2

23.7

16.9

14.2

10.5

11.6

12.7

24.0

13.3

8.7

合計 575

21.7

376

14.2

283

10.7

542
20.4

554

20.「9

1021

38.5

1838

69.3

411

15.5

679

25.6

314

11.8

308

11.6.

回答 2652 2652 2652 2652 2651 2651 2652 2652 2652 2652 2652

表3二2レ ベル別(0都 府県、1政 令都市、2普 通市、3町 村)に 選挙にお

いて支援をうけた団体率:1商 工関係の同業組合 ・団体、2農 協・その他農林

漁業団体、3住 民運動・消費者運動などの団体、4労 働組合15ス ポーツ・趣

味のグル」プ、6政 党などの政治団体、7自 治会 ・町内会等の地区組織、8宗

教関係の団体、9婦 人会 ・青年団 ・老人会、10消防団 ・防犯協会など、11PTA

ど 民 の 都 村 と を ル だ ・ 援 関 な 趣 労 係 町
の 運 他 府 議 政 受 の け 町 が 係 ど 味 働 の 村 表
団 動 農 県 員 令 け 議 か 内 少 団.の の 組 同 議 三
体 ・ 林 議 と 都 て 員 ら 会 な 体 政 グ 合 業 員 ・'消 漁 員 正 市 い よ'等 い な 治 ル'組 は 二

婦 費 業 は 反 の る り ほ の が ど 団1ス ・合 特 を人 者 団 農 対 議o多 か 地'か 体 プ ポ
・ に み

会 運 体 協 す 員 都 く の 区 自 ら"1団 商 れ
・ 動'・ る は 府 支 レ 組 治 の 宗 政 ツ 体 工 ば

青 な 住 そ ・が 町 県 援 べ 織 会 支 教 党 ・'関'
、

と
、
レ
ベ
ル
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
、
代
表
性
と
投
票
数
の
拡
大
と
共
に
多
様

性
が
み
ら
れ
る
。
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三

・
二
」
政
党
帰
属
に
よ
る
社
会
的
性
格

議
員
の
社
会
的
属
性
は
政
党
化
と
深
く
関
わ

っ
て
い
る
。.
議
員
の
所
属
は
自

民
党
と
保
守
系
無
所
属
が
そ
れ
ぞ
れ
三
分
の

一
を
占
め
て
い
る
動
政
党
化
は
よ

く
都
市
化
と
人
口
規
模
な
ど
と
の
関
連
し
て
指
摘
さ
れ
る
が
、
都
府
県
レ
ベ
ル

で
政
党
化
さ
れ
て
い
る
が
、
市
町
村
レ
ベ
ル
ま
で
に
は
貫
徹
し
て
お
ら
ず
、
議

員
の
多
く
が
保
守
系
無
所
属
で
あ
る

(松
村

・
伊
藤
、

一
九
八
六
)。
無
所
属

の
議
員
を
除
い
て
分
析
す
れ
ば
、
農
村
に
多
い

自
民
党
は
や
や
学
歴
が
低
く
、
都
市
に
多
い
公

明
党
、
民
社
党
は
や
や
高
い
。
所
得
に
つ
い
て

は
、
民
社
党
老
社
会
党
が
高
い
。
そ
れ
は
両
党

.の
サ
ラ
リ
レ

マ
ン
的
性
質
か
ら
生
じ
る
と
思
わ

鹽
れ
る
。農
業
の
所
得
は
常
に
過
小
化
さ
れ
る
(今

田

・
原
、

一
九
七
八
)
故
に
、
農
業
が
多
い
自

.
民
党
議
員
は
所
得
が
低
く
な
る
。
」公
明
党
が
平

均
と
同
じ
、
共
産
党
は
全
体
の
や
や
下
層
を
代
「

、
表
す
る
と
言
え
よ
う
ρ

公
平
感
に
つ
い
て
は
、
■自
民
党
で
そ
の
率
は
.

高
く
、
野
党
は
低
い
。
特
に
共
産
党
と
社
会
党

は

「不
公
平
」
を
感
じ
て
い
る
人
が

(
八
○

・

一
%
と
六
八

・
七
%
)
平
均
の
二
七

・
一
%
よ

り
遥
か
に
高
い
。
階
層
意
識
に

つ
い
て
も
自
民

党
は
階

層
意
識
が
平
均
よ
り
高
く
、
野
党
特
に

共
産
党

と
社
会
党
は

「下
」
層
と
答
え
る
人
が

(
二
四

・
五
%
と

=

一
・
○
%
)
平
均
の
六

・
一
%
よ
り
遥
か
に
多
い
。
S
S

M
調
査
で
「暮
し
向
き
」、

「生
活
満
足
度
」
な
ど
の
特
性
と
関
連
が
強
い

「中

流
意
識
」
に
つ
い
て
は
、
議
員
の
持

つ
率
は
S
S
M
の
結
果
よ
り
高
く
、
政
治

意
識
と
の
強
い
関
連
が
み
ら
れ
る
。

議
員
の
受
け
た
支
援
団
体
に
つ
い
て
、
自
民
党
は
農
協

・
そ
の
他
農
林
漁
業

団
体
、
自
治
会

・
町
内
会
等
の
地
域
団
体
、
婦
人
会

・
青
年
団

・
老
人
会
、
消

防
団

・
防
犯
協
会
な
ど
、
と
P
T
A
の
占
め
る
率
が
平
均
よ
り
高
く
、
野
党
は

そ
れ
ら
の
団
体
で
の
占
め
る
率
が
全
て
平
均
よ
り
低
い
。
自
民
党
は
政
治
団
体

か
ら
の
支
持
が
野
党
よ
り
遥
か
に
低
い
。
住
民
運
動

・
消
費
者
運
動
な
ど
の
団

体
は
主
に
社
会
党
と
共
産
党
を
支
持
す
る
が
、
労
働
組
合
は
主
に
社
会
党
と
民

社
党
を
支
持
し
て
い
る
。
ス
ポ
ー
ツ

・
趣
味
の
グ
ル
ー
プ
と
宗
教
関
係
の
団
体

は
共
産
党
と
社
会
党

へ
の
支
持
が
少
な
い
。
・

議
員
の

「最
も
大
き
な
支
援
を
受
け
允
団
体
」
を
調
べ
る
と
以
上
の
結
論
を

さ
ら
に
補
強
す
る
。
自
民
党
議
員
は
政
治
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
薄
い
多
様
な
団
体

の
支
持
を
受
け
、
七

一
・
六
%
が
自
治
会

・
町
内
会
な
ど
で
あ
る
。.
社
会
党
と

民
社
党
議
員
の
最
大
支
援
団
体
は
労
働
組
合
で
あ
る

(七
二

・
五
%
と
六
六

・
.

九
%
)。
公
明
党
議
員
の
最
大
支
持
団
体
は
自
明
な
通
り
宗
教
関
係
の
団
体

(七

九

・
八
%
)
で
あ
り
、共
産
党
議
員
は
政
党
な
ど
の
政
治
団
体

(五
七

ゼ
八
%
)

で
あ
り
、
と
も
に
原
則
性
が
強
い
組
織

の
支
持
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
た
め
に

立
候
補
し
た
理
由
も
、
自
民
党
は
自
分

の
考
え
と
参
加
団
体
と
の
協
議
、
公
明

党
と
共
産
党
は
所
属
政
党
の
決
定
と
支
援
団
体
の
要
請

に
よ
る
場
合
と
明
確
に

分
か
れ
て
い
る
。
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.三
..
三

経
済
釣
差
異

.

社
会
的
地
位
が
経
済
的
地
位

で
よ
く
示
さ
れ
る
が
、
地
方
議
員
に
と

っ
て
も

理
念
、
名
誉
と
共
に
経
済
鮒
な
メ
"

ッ
ト
が
な
け
れ
ぜ
激
し
悩
選
挙
に
チ
ャ
レ

ン
ジ
し
な
い
だ
ろ
う
。
表
三

・
四
に
年
齢
層
ご
と
に
個
人
の
年
間
所
得
を
示
し

た
。
議
員
と
有
権
者

の
収
入
を
比
較
す
れ
ば
、
低
所
得

(百
万
、
二
百
万
円
)

で
は
六

・
四
と

一
六

・
九
%
、
高
所
得

の
九
百
万
と
千
万
円
で
は

=

・
○
と

所得年齢 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70一 総計

100-

200万

38.9 5`5 5.6 9.9 25。9 52.3 16.9.

20.0 &7 3.7 6.3 7.・4 6.5 6.4

300-

400万

52」8 54.、7 22.1 23.8 43.8 33.8 35.2

20.4 18.2 23.7 34.1 30.1 26.'9

500-

600万

4.2 28.9 37。4 26.5 12.5 10。8・ 24。 「2

40.0 24.3 19.4 23.9 25.8 . 24.4 26.6

700-

800万

2.8 7.8 20.5 23。2 6.3 1.5 13.5

18.4 21.6 16.0 12.9 10.6 17.4

900-

1000万

1.6 7.7 10.5 7。1 1.5 6.0

20.0 13.6 13.9 13.5 7.5 7.3 11.0

1100万

以 上

1.4 1.6 6.7 6.1 4.5 4。2

20.0 14.6 23.3 16.6 12.3 21.1 16.2

総計
72

9、6

128

17.0

195.

25.9

181

24.0

112

14.9

65

8.6

753

100.0

5

0.2

103

3.5

490

16.9

1075

37.0

1110

38.2

123

.4.2

2906

100.0

4年 齢層別に年間所得:セ ルの上段が有権者男子、下段が議員表3

六

・
○
%
、
千
百
万
円
以
上
で
は

一
六

・
二
と
四

・
二
%
と
議
員
の
方
が
遥
か

に
高
い
。
社
会
の
年
功
性
に
よ
り
有
権
者
は
五
〇
代
で
所
得
の
ピ
ー
ク
に
達
す

る
が
、
議
員
は
ど
の
年
齢
層
に
お
い
て
も
有
権
者
よ
り
高
い
所
得
を
得
て
い

る
ゆ・一
方
、
議
員
の
所
得
は
そ
の
ま
ま
有
権
者
と
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か

も
知
㊨
怠
い
コ

(
一
〉
議
員
は

」「本
給
」
・の
ほ
か
に
ど
れ
だ
け
の
部
分
を

「個

人
所
得
」
と
答
え
え
か
が
有
権
者
と
異
な
り
、'

(二
)
普
通
の
人
は
所
得
が
個

人
用
に
使
わ
れ
る
が
、
・議
員
の
所
得
は
そ
の
相
当
な
部
分
が
政
治
に
関
連
す
る

仕
事
に
使
わ
れ
る

(注
四
)。
ま
た
町
村
議
か
ら
.府
県
議
ま

で
自
治
体
レ
ベ
ル

Nと 列%、 都府県 市 町 村 総 計

100-200万 、0.1
111
.1 11.3. ・6 .4

300-400万 1.6
「「9

.7 40.1 ・46
.4 26.9

500-600万 3.7 20.4 29.3 20.5 239.

700-800万 』 5.3 24.9 10.9 6.0 11.0

900-1000万
■L

26.曾 18.8 4.1 6.0 11.0

1100万 以 上 ・ 63.1
'26
.1. 4.6 6.0 16.2

総 計 187.・

6.4

1053

36.3

15U.

・52 .1

151

5.2

29.2

100.0

」

の10値、損欠(得所

、

間年

・

収甥～レ体

.

治自5ヨ表
■

に
よ

っ
て
所
得
が
異
な
り
、
」表

三

.
五
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
両

者
に
は
高
い
相
関
が
み
ら
れ
る
。

都
府
県
議
員
の
六
三

・
一
%
は

千
百
万
円
以
上
の
所
得
が
あ
る

・
の
に
対
し
て
、
「町
村
の
議
員
は

そ
の
多
く
が
三
～
四
百
万
円
の

所
得
で
あ
る
。
レ
ベ
ル
が
高
け

れ
ば
選
挙
に
立
候
補
す
る
条
件

が
厳
し
く
な
り
、
政
党
.の
系
列

化
が
明
確
に
な
り
、
時
間
的
に

も
意
識
的
に
も
議
員
の
仕
事
に

を
専
業
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

そ
れ
に
対
し
て
町
村
議
員
は
、
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そ
の
所
得
が
有
権
者
男
子
の
平
均
よ
り

や
や
低
く
、
か
つ
そ
の
所
得
が
議
員
以

外

の
職
業
に
大
き
く
依
存
し
て
お
り
、

「名
誉
職
的
報
酬
」
と
些
か
い
か
が
わ

し
い
感
が
す
る
。

四
、
結
び
に
か
え
て

議
会
は
利
益
団
体
や

マ
ス

・
メ
デ
ィ
.ア
と
は
異
な
る
か
た
ち
で
住
民
を
代
表

し
、
政
府
と
連
結
す
る
。
国
会
は
外
交
、
経
済
、
福
祉
な
ど
の
政
策
で
注
目
を

集
め
、
政
党
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
地
方
レ
ベ
ル
に
至

っ
て
は
住
民

の
意
志
、
利
益
を
政
府
、
特

に
地
方
の
行
政
機
関
の
決
定
に
反
映
さ
せ
よ
う
と

す
れ
ば
、
単
純
に
政
党
政
治
に
説
明
さ
れ
な
い
議
会

の
多
様
な
社
会
的
背
景
が

現
れ
る
。
議
会
の
影
響
力
の
究
極
の
源
は
住
民
の
代
表

で
あ
る
こ
ど
に
あ
り
・・

議
員
は
年
齢
、
性
別
、
と
職
業
、
学
歴
、
所
得
、
所
属
政
党
な
ど

の
何
ら
か
①

尸

社
会
的
属
性

で
支
持
者
と
共
有
し
、
そ
れ
が
両
者

の
相
互
信
頼
感
の
激
に
な

つ
.

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
住
民
を
本
当
に
ど
れ
だ
け
代
表
し
て
い
る
か
、

議
員
た
ち
自
身
が
ど
う
い
ケ
社
会
的
性
格
を
持

っ
て
い
る
か
に
よ

っ
て
異
な
る
。

本
論
は
社
会
的
地
位

の
属
性

(そ
の
背
景
止
経
歴
)
及
び
地
域

へ
の
社
会
参

加

の
様
態
か
ら
、
、地
方
議
員
の
社
会
的
性
格
を
実
証
的
デ
ー
タ
を
通
じ
て
研
究

し
た
。
以
上
の
分
析
か
ら
地
方
議
員
の
代
表
性
に
対
す
る
社
会
的
性
格
規
定
は

あ
る
程
度
明
ら
か
に
な
り
、
最
後
に
結
論
を
ま
と
め
て
お
く
。

(
一
)
年
齢
、
性
別
の
属
性
か
ら
み
る
と
地
方
政
治
は
高
齢
層
男
性
に
よ

っ
て

運
営
さ
れ
、
議
会
活
動
を
仕
事
と
し

て
従
事
す
る
人
が
社
会
全
体
の
限
ら
れ

た
集
団
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
婦
人
、
若
者
、
更
に
選
挙
権
も
持
た
な
い

人
に
と

っ
て
は
議
会
を
通
じ
て
利
益
を
反
映
さ
せ
る
の
が
難
し
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
故
に
、地
方
議
員
に
対
す
る
期
待
は
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
「利
益
代
弁
」

型
で
は
な
く
、

「全
体
の
代
表
」
型
と
し
て
活
動
す
る
の
で
あ
る
。

(二
)
地
方
議
員
の
社
会
参
加
の
様
態
も

「全
体
の
代
表
」
型
と
し
て
現
れ
る
。

特
に
自
民
党
あ
る
い
は
保
守
系
無
所
属
、
か
つ
市
町
村
レ
ベ
ル
の
議
員
が
地

方
議
員
の
主
流
を
構
成
し
て
、
そ
の
活
動
の
形
式
か
ら
み
れ
ば
、
地
域
の
全

体
利
益
を
代
議
す
る
地
元
志
向
が
強
い
。

(
三
)
地
方
議
員
の
出
身
背
景
は
有
権
者
と
比
べ
る
と
、
客
観
的
に
出
身
地
位

(両
親
の
職
業
と
学
歴
な
ど
)
が
高
く
、
特
に
野
党
、
都
会
の
議
員
が
顕
著

で
あ
る
。
主
観
的
に
政
治
的
ア
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
は
る
か
に
強
く
、
特
に

自
民
党
、
農
村
の
議
員
が
顕
著
で
あ
る
。

(
四
)

一
つ
の
職
業
と
し
て
、
地
方
議
員
の
社
会
的
地
位
は
有
権
者
よ
り
高
く
、

そ
の
職
業
の
移
動
経
歴
も
制
約
さ
れ
て
い
る
が
、
自
治
体
レ
ベ
ル
ご
と
に
非

常
に
異
な
り
、
二

つ
の
種
類

に
分
け
ら
れ
る
。
都
府
県
と
政
令
都
市
の
議
員

は
専
業
化
、
政
党
化
が
高
度

に
進
む
之
共
に
、
教
育
、
所
得
な
ど
の
面
で
市

町
村
議
員
よ
り
遥
か
に
優
位

で
あ
る
。
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注
(
一
)

一
九
九

一
年

一
月

一
二
日
の

「朝

日
新
聞

」
朝

刊

(
3
)
に
よ
り
、
全

国

の
二
九

六
〇

の
町
村

の
九
六

・
五
%

は
議
員
が
減
紅
、
総
数

の
五
八
、
六

五
〇
か

ら
四
三
、

七
五
〇

に
な

っ
た
。

(
二
)
移
動
は
主

《
個
人

の
移
動
を
意
味
す

る
場
合
が
多
く
、
職
業
パ

タ
ー
ン
の
変
動
を

「流
動
」
と
呼
び
た

い
。
原

(
一
九
七
八

)
を
参
照
。

八
三
)
本
論
で
は
分
析

の
説
明

に
応
じ

て
職
業
、
学
歴
及
び
所
得
を
異
な

る
分
類
を
行
う
。

(
四
)
村
松

.
「炉
藤

(
、一
九
八
六
、
七
七
頁
)
か
ら

一
つ
の
例
上
げ
よ
う
。

.
「名
古
屋
市

あ
る
社
会
党
議
員
は
、
議
員

の
歳
費

の
う
ち
奥
さ
ん

に
半
額
だ
け
家
計
費
と
し

て
渡

し
、
あ
と

の
半
分
は
議
員
と
し

て
の
諸
々

の
活
動

に
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
」
・

付
記
:
本
論
は
近
畿
の
地
方
自
治
研
究
会
(代
表
:
大
阪
大
岸
人
澗
科
学
部
居
安
正
教
損
)

が
実
施
し
た

「地
域
社
会
の
政
治
構
造
と
政
治
意
識
の
総
合
研
究
」
報
告
書
に
筆
者

が
担
当
し
た
部
分
か
ら
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
の
作
成
に
ご
指
導
と
ご
協
力

を
下
さ
っ
た
地
方
自
治
研
究
会
と
大
阪
大
学
人
間
科
学
部
経
験
社
会
学
・
社
会
調
査

法
講
座
の
先
生
方
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
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